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地方創生視点から見る近代山田村形成史
―『山田村郷土誌』を中心として―

橋 本 行　史

1 　はじめに

　地方創生・地域活性化を目的とした取り組みは、現場で得られた経験則から、

地域学習、中でも地域の歴史を調べることから始められることが多い。地方創

生・地域活性化の具体的な方法が見通せない場合はなおさらである。

　本稿では、地域研究から明らかにされる地域の歴史を「地域ストーリー」（土

地の記憶あるいは土地の履歴書）と呼んでおく。急激に人口減少と過疎化が進

む日本の各地域において、何もしなければ失われてしまう土地の記憶を地域ス

トーリーとして共有することは、過去と現在をつないで、混迷を深める現在か

ら未来を展望する役割を持っている。地域の歴史学習を通じて共有される地域

ストーリーは、地域の興亡の歴史を記しており、難しい局面に立つ地域の今後

のあり方を示す羅針盤となることが期待されている。

　もっとも、地域学習から地域内に埋もれた地域資源を発見して経済的な活性

化に結びつけることは、地方を取り巻く環境条件が厳しい現状においてそんな

に容易なことではない。しかし、地方創生・地域活性化を経済・社会・自然の

各分野に亘る広い概念として捉えれば、経済的な活性化に直接結びつかずとも、

地域住民の一体感や郷土愛の醸成、コミュニティー再生の効果も期待できる。

そうした意味も含めて、地域の歴史を調べることは、地方創生・地域活性化の

スタートラインである。
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　地域ごとに地域ストーリーの内容は異なるが、共通しているのは、どの地域

においても地域の近代当初の成り立ちが曖昧で明瞭でないことである。特に現

代の地方行政の基礎になっている近代的地方行政制度が当該地域でどのように

確立したかは明らかでないことが多い。広く知られている地方行政制度の歴史

は、中央から見た制度の形成史であり、各地域で異なる近代地方行政制度の成

立史が顧みられることは少ない。その原因は、内部の統治体制の違いや成立時

期が維新後の混乱期であったこともあるが、幾度かの合併による機関自体の消

滅等によって資料が散逸して残されていないこともある。こうした中、地域で

発行された郷土誌は、地域の事情を知る貴重な歴史資料となっている。

　郷土誌の成り立ちは様々で、対象とする地域の範囲、発行主体や編集主体、

内容にも定められた形式はない。共通する特徴は、特定の学術分野から地域に

アプローチするのではなく地域を総合的に扱うことであり、実証的な内容が主

になっている。学術的な歴史書と異なり、史料批判が十分でないと言われるこ

とも多く、可能であれば複数の関連文献との照合が求められる。

　地方創生視点の歴史研究と言えども、その方法は学術的な歴史研究と大きく

変わるところはない。ただ、学術的なアプローチでは、範囲を限定して一次史

料に基づく厳密な検証を行う実証的な歴史学に及ばない。その代わりに、地域

のアイデンティティーへの共感を得るために地域の出来事を一つのストーリー

として語れるように、民俗学的なアプローチを含めたより広い分野からより長

い期間で地域を見ることが求められる。

　本稿は、山田村（現在の神戸市北区山田町）の近代地方行政制度の成立過程

を、福原潜次郎1）編（1920）『山田村郷土史』を基礎にして、近代化前史を一部

含めつつ、山田村の地方行政制度発足期から市制町村制までの動向を国の布告

や布達等と対比させながら検証する。山田村を研究対象を選んだ理由は、各地

の市町村が合併で区画を拡大させた結果、地方創生・地域活性化の取り組み対

象としては広すぎるようになり、より小振りな地域の可能性に注目が集まる中

で、戦後の合併で政令指定都市の行政区の一部となっている山田村が立地・規
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模・多様性の点からそのよき研究対象として考えられるからである。

　山田村の歴史研究には、本稿でも引用する個別の研究テーマに付随して山田

村を取り上げた諸研究があるほか、山田村を含むより広い範囲の郷土誌・地域

史として、兵庫県史編集専門委員会編（1974-1998）『兵庫県史』、兵庫県史編集

委員会編（1967）『兵庫県百年史』、神戸市役所編（1921-1924）『神戸市史』、新

修神戸市史編集委員会編（1989-2020）『新修神戸市史』、そして、本稿で主に扱

う『山田村郷土史』の続編である山田郷土誌編纂委員会編（1979）『山田村郷土

誌�第 2 篇』を挙げることができる。

2 　律令時代以降の山田村

　山田村一帯は、律令時代2）は山田郷、荘園制度の発達後は単に山田庄、ある

いは神功皇后の新羅征討に際して山田村の丹生山の丹生を使用したとの伝承

（『釈日本紀』巻11の『播磨国風土記』逸文）から、丹生山田庄と呼ばれていた。

　古代の日本では、大化の改新によって、国の統治体制として国郡郷の三層性

が敷かれていた。律令時代の山田村は、摂津国の西北端に位置する八
や た べ

部郡に属

し、その八部郡は、生田、宇治、神戸、八部、長田の 5 郷から構成されていた3）。

この八部郷が山田村に相当する地域である。平安時代に入り、寺院や貴族の私

領である荘園制度が発達すると、律令時代の郡や郷は有名無実となって荘園に

吸収され、律令時代に50戸を一単位として設けられた郷は、荘園の一部あるい

は全部となっていく。

　八部郷は、荘園制度の発達の中で、摂津国山田庄、丹生山田庄と呼ばれるよ

うになる。鎌倉時代の歴史書である『吾妻鏡』巻 7 文治三（1187）年十月二十

六日の条に、「筑前国鞍手領、土佐国吾河郡、摂津国山田庄、尾張国日置領、被

奉寄左女牛若宮、一事已上、可爲別當季厳阿闍梨沙汰之由、被仰下」4）の記載が

見られ、山田村一帯が摂津国山田庄と呼ばれていたことが記されている。

　また、江戸時代の地誌である『摂津志』（1735）の摂津国之十二、八田部郡八
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田部郷に、村里として「上谷上、下谷上、原野、福地、中、阪本、東下、西下、

衝原、東小部、小河以上呼曰丹
ニ

生
フ

山田荘」5）の記述がある。天保郷帳（1834）の

一つである『摂津国郷帳』には、「八部郡四十五箇村6）」として当時の45村の名

前と生産高が記載されており、その中には山田村内13の村名が見られる。

　八部郡は、六甲山の南側の海岸部を含むが、このうち山田村は六甲山系の北

に位置し、東西に走る二つの山系（北側の丹生・帝釈山系、南側の六甲山系）

に挟まれ、東から西に流れる山田川の流域に広がり、自然の地形上も生活・文

化的にも一体感を持つ地域である。

　『山田村郷土誌』は、自然地形によって地域を谷通りと尾通りの 2 つに分け

て、山田村の起源と発展過程を資料 1 のように記している。谷通りは、山田川

本流沿いの地域で、尾通りは、その南部の六甲山系の尾根沿いの地域である。

明治末期に発行された吉田東伍『大日本地名辞書』（上巻二版）7）、また、漢文

表記であるが同じく明治末期（明治35-36）発行の村岡檪斎（良弼）『日本地理

志料』（巻之 4 - 8 ）8）にも同様の内容の記述が見られる。

資料 1 　山田村の起源

　往昔は単に山田郷と称せしが、人口増殖するにつれ、田園を開拓し、原野と

稱する部落最初に生じ、之を部落の中心とし、中村の部落を生じ後福寺の寺領

分独立して福地村となり、西部を下村と稱し、下村より丹生山下に一部落を作

りたるもの之を坂本村と稱す、これ明應以後なり、又下村は後東西に分れたり、

衝原は原野の西の衝き當りに有るを以て稱し、谷上は原野よりして谷の上手に

當れる名稱しなり、上谷上は谷上の分身なりとす、又尾通りになる部落は、谷

に對する尾にして尾部なるを小部に改めたるなり、藍那は武内宿禰の後阿支奈

の臣の本拠地との説をなすものあれど、阿支奈氏は摂州島上郡の地方に本居あ

りしものにて藍那村にはあらざるべし、藍那は藍野にして、元は相野なりしを

改めたるものならん（略）

� （出所）『山田村郷土誌』p.� 5
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3 　江戸時代の山田村の統治体制と支配者の変遷

　江戸時代の山田村およびその周辺の統治体制の変化を見てみよう。山田庄は、

天正・文禄年間、全域が豊臣領となっていたが、元和元（1615）年の大坂夏の

陣によって豊臣氏が滅びると、徳川幕府によって、幕府領（幕府直轄地）、私領

（旗本領、大名領）に分割された。

　『尼崎市史』第 2 巻・第13巻（年表）を基に、山田村と関係がある尼崎藩の歴

史をまず明らかにしておこう。天正 6 （1578）年10月、摂津国の領主であった

荒木村重が織田信長に謀反を起こし、天正 8 （1580）年、花隈城の戦いで戦功

のあった池田恒興（後の天正12（1584）年 4 月 9 日、小牧・長久手の戦いで戦

死）に織田信長から摂津の領地を与えられた。池田恒興は、天正 9（1581）年、

兵庫津に兵庫城を築いた9）が、天正11（1583）年、美濃国に転封され、三好秀

次が支配した後、豊臣秀吉の直轄地として家老の片桐且元（後に、方広寺鐘銘

事件で徳川方につき大坂から退去）が代官となった。元和元（1615）年、大坂

夏の陣によって大坂城が落城すると、元和 3 （1617）年、兵庫津一帯が尼崎藩

の領地とされ、兵庫城に尼崎藩の陣屋が置かれた。

　そもそも尼崎藩の成立は、豊臣秀吉の家臣である建部高光、光重、政長の 3

代にわたり、尼崎郡代として700石を管轄していたところ、元和元（1615）年、

大坂の陣の戦功によって建部政長が、伯父の池田重利とともに川邉郡・西成郡

にそれぞれ 1 万石を有したことに始まる。元和 3 （1617）年、譜代大名の戸田

宇鉄が膳所藩から 5 万石を与えられて尼崎城に転封され、川邉郡・武庫郡・菟

原郡・八部郡の大部分を領有した。建部政長は播磨国林田藩へ、池田重利は播

磨国鵤藩に転封された。その後、寛永12（1635）年、戸田氏鉄は大垣藩に転封

され、代わりに青山幸成が掛川藩から転封され、尼崎藩を引き継いだ。正徳元

（1711）年、4 代目の青山幸秀が飯山藩に転封され、松平忠喬が掛川藩から転封

された。その際、武庫郡・菟原郡・八部郡の26か村が上知された。明和 6（1769）

年、武庫郡・菟原郡・八部郡内の24か村が上知され、今津、西宮、御影、兵庫
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などの酒造業が盛んな地域が幕府領となり、代わりに播磨国内各地の71か村が

与えられている。幕府領となった西宮から須磨までの海岸部は、大坂町奉行所

の管轄下に置かれ、兵庫の尼崎藩陣屋跡には勤番所が置かれた。

　維新前において八部郡の幕府領は、上谷上、下谷上、原野（一部は旗本・伏

屋新助の管轄）、中、坂本、東下、東小部、小河の 8 村で、摂津・河内・和泉・

播磨の各国にある幕府領を管理した大坂谷町代官所の支配に属していた。譜代

の大名領は、衝原、西下、福地村の 3 村で、徳川秀忠の家老、後に老中・大老

を務めた土井大炊頭利勝（古河藩）10）の支配に属していた。些か長くなるが、『山

田村郷土誌』から、維新前の各村の支配者の変遷を見てみよう。

資料 2 　維新前各村の支配者の変遷

一、小河村

　天正年間中豊臣の領する所にして、片桐且元之を管理す、元和元年より徳川

氏の領となりしも猶片桐氏之を管す、寛永五年五味備前守の管地となり世々代

官の所轄たり。

一、衝原村

　持統天皇朱鳥年間、民部卿尊輝五畿内観察使となり摂津国矢田郡丹生山田庄

に下向、館舎を営み原野を墾し、民舎を営む之れ村の創始なり、爾後保安四年

に至りて六条判官源為義の領する所となる、天正十八年小笠原兵部大輔秀政の

領地となり慶長七年松平丹波守康長の領なり、同十三年より小笠原左衛門佐正

信の領、元和五年より奥平美作守忠昌の領、同八年より永井右近大輔貞勝の領、

寛永十年土井大炊頭利勝、同遠江守利隆、同十三年土井周防守利益同大炊頭利

重の領する所、延宝九年より堀田筑前守政俊、貞享二年松平日向守信之、元禄

七年より松平伊豆守信輝、正徳二年より本多中務大輔忠良、宝暦九年六月松平

周防守康福、同十一年本多中務大輔忠顕、同十二年土井大炊頭利里の領地とな

り明治維新に至る。

一、東下村
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　明応三年の貢租計算簿中単に下村とあり正徳三年古記には上組下組とあり、

明治七年五月より東下村と称す、天正年中豊臣氏の領する所にして、片桐且元

之を管す、元和元年徳川氏の領する所となる、正徳二年本村の内百四十石四斗

一升五合の地を本多中務大輔に賜ひ其余百九十九石二斗四升五合は幕府の直轄

地たり、宝暦九年本多氏石州浜田へ転封されしより、其跡は松平周防守の領と

なりしが同十四年土井大炊頭（古河藩）之を領し明治維新に至る。

一、福地村

　天正年中豊臣氏の領する所にして片桐且元之を管轄せり、正徳二年本多中務

大輔之を領す、宝暦九年松平周防守領となり、同十四年土井大炊頭之を領し明

治維新に至る。

一、中村

　天正年中豊臣氏の領する所にして片桐且元之を管せしが元和元年徳川氏の領

となり、世々代官をして之を管理せしめ明治維新に至る。

一、坂本村

　明応三年の貢租計算簿に曰く。本村の名稱無之丹生山明要寺の領地なるかと

あり。建久年中古記に、本村は小松内大臣重盛の領する所今月輪右大臣の領た

りとあり、天正年中豊臣氏の領する所にして片桐且元をして之を管せしむ、元

和元年豊臣氏亡び徳川氏代て領す、世々代官の支配たり。

一、西下村

　明応三年の貢租計簿に単に下村と稱し、東西の名無し天正中豊臣氏の領する

所にして片桐且元之を管し元和元年徳川氏に代る、正徳二年本多中務大輔の領

地となり、宝暦九年二月より松平周防守の領地となり後同十四年土井大炊頭領

となり、明治に至る。

一、原野村

　天正年中豊臣氏の領地にして、片桐且元之を管す、徳川氏に至り幕府の直轄

となり、明和六年本村の内高三百七十九石一斗一合の地を旗本の士伏屋新助に

興へられたり。
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一、上下谷上村

　明応三年貢租計算簿には谷上村とありて上下の名稱なし。天正年中豊臣氏の

領する所にして片桐且元之を管す元和元年より徳川氏の領となり世々大坂谷町

代官所をして之を管せしめたり。明治元年二月兵庫裁判所之を収む。

一、藍那村

　天正年間中豊臣氏の領となり長束大蔵之を管す。寛文二年より徳川幕府の旗

本の士宮崎采女11）に領せしめ世々宮崎氏之を領し明治維新に至る。略。

一、小部村

　小部村東西二村に分かれたるや分明ならず、東小部前田家所蔵の古文書に後

宇多天皇の弘安三年の記録あり。略。此の文書は後醍醐天皇の御代に国司より

宛行ひし田券状なり。略。今より三百五十三年前の田地売買の證券なり、最後

の記名は本村の下司職にて現今の朝民氏の家系なり。略。此の田地売渡立券文

は今より五百五十三年前のものにて北朝の後光厳天皇の御代のものなり。

　東小部村に宇殿垣内の地名残れるは、鎌倉時代に地頭代の住みせる屋敷なる

べく、又西小部村に公文といふ地名あるは、其時代の行政法を窺い知るべき資

料たり豊臣氏時代には、杉原七郎左衛門及び其子伯耆守家長の領地たりしもの

の如く、元和元年より徳川氏の料地となりたり、西小部村は元和元年に徳川氏

より仙洞御所料12）として定めたるものにして、その當時仙洞御所の組合七ヶ村

ありたるものの如く、鮎川村、上野村、下中条村、吉尾村、柳谷村、吹田村と

西小部村なり、代官は小堀十左衛門、同主税、代々が被任したるものにて、貢

租上納の受取書は、毎年の分完全に當村内田家に保存しあり、略。

� （出所）『山田村郷土誌』p.�10-12

4 　江戸時代の山田村の行政制度

　維新前の山田村各村内部の行政制度はどうなっていたのか。同じく『山田村

郷土誌』に従って、江戸時代の山田村の行政制度を見てみよう。当時の山田村
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の村々の政治・行政機関は、庄屋、年寄、百姓代、五人組の 4 機関から構成さ

れていた13）。これらの機関は上下の階層構造をとっており、制度は固定され、

役職の選任についても身分等に一定のルールは存在したが、就任は原則的に民

意によるもので村落共同体の代表としての性格を持っていた。

　このうち、村のトップに立つ庄屋（職）は、「家柄正しく有福なるもの」14）か

ら選ばれるとされ、家柄の正しさと経済的な裕福さの 2 つが資格要件であった。

庄屋の就任や交代の方法は、一定の決まりが存在していた。就任方法は、世襲、

一代限り、一定の家柄からの一年交代、官選の 4 通りであった15）。

　庄屋の就任は原則として民選とされ、「任期は一代あり、数年にして交代する

あり、一定せざるも家柄にて交代庄屋に就任し或は庄屋年寄と交代せるもの多

し」16）とされている。その中で原野村では、庄屋の家柄が村人の名前で決まって

いた。と言うのも原野村の村人の名前は家柄によって後半につける用語が決めら

れており、名前が家柄の格式を表していた。庄屋は「左衛門」、年寄は「兵衛」、

百姓代は「太夫」を後半の名に持つ家柄から選ぶとされていた。小部村にも同

様のルールがあって、「一左衛門、二兵衛、三右衛門、惣太夫」とされていた。

　庄屋にも、附庄屋・大庄屋・庄屋の順で階層が存在していた。官選の庄屋は

附庄屋と呼ばれ、大庄屋の中から推薦され領主から任命されるもので一段高い

権威を有していた。大庄屋は庄屋の用務を行う外に庄屋を指揮監督するが、藩

領に置かれる関係から、山田村で大庄屋が存在する地域は土井領（藩領）だけ

であった。

　年寄は、庄屋に次ぐポジションで庄屋の補佐がその役割であり、民選によっ

て選ばれるが、庄屋に次ぐ家柄から選ばれていた。年寄の名称は、五人組のリ

ーダーを指していたが、徐々に能力と性格を重視して庄屋の補佐役として選ば

れるようになった。百姓代は、村内の有力百姓の中から選ばれるもので、庄屋

や年寄の職務の監視役であり、村費の割賦・配当等の際に立ち会うものとされ

た。五人組は、五保の遺制17）を真似て、江戸時代にキリシタン禁止や浪人取り

締まりなどを目的に創設された隣保組織である。五戸を一単位として、治安維
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持と相互扶助、貧困者の救済等を図ることとされた。

　庄屋等の村役人は、村民を指揮監督をする立場にあり、村の用務自体は五人

組・親戚をはじめ村民一般が負うものとされた。村役人の中でも庄屋は、村内

では絶対的な権威を有しており、村民は庄屋の処分及び命令に異議を挟むこと

ができないとされていた。庄屋は、村の代表者として、人民を撫育して村の繁

栄利益を図り、村の利害得失に関することを上司に申し立て、上司の布達命令

を部内に告示し、下から申し出たことを上司に取り次ぐほか、種々の事務を施

行監督し、諸帳簿（宗門人別帳、地券䑓帳、馬籍簿、村会計簿等）を整理保管

する役割を負っていた18）。

資料 3 　庄屋の任務

一、孝子篤行者の推奨。一、放蕩無頼者の懲戒。一、徴税（毎年御倉俵装升量

を検査徴収し土井領は大阪平野陣屋に、御料所は兵庫に出し再び升量を検め江

戸納、京都所司代納として両所に納付す）。一、土地の質入・家屋の売買・金銭

貸借の承認加判。一、土地永代売買及小地主の土地分与厳禁に関する監督。一、

営業の取締（禁制の商業、奢侈なる物品製造売買）。一、道路橋梁の修繕及び一

村内会計事務。一、民事裁判の第一審を司る。一、宗門人別帳の調制保管（寺

院住蔵と共同立会）。一、犯罪人の捜索捕縛。一、風紀取締（博徒、淫売婦、男

娼等の監査、旅人及転住者の検査、無頼漢、好乳者の追放、転入者の身元調等

以上は番太をして之が任に当らしむ）。

� （出所）『山田村郷土誌』p.12-13。

5 　明治維新後の地方行政制度

5.1　政体書（府藩県三治制）

〔国〕

　明治時代に入ると、日本の近代地方行政制度は、区制（戸籍区）、庄屋等村役
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人廃止、大区小区制、郡区町村編制法、連合戸長制、市制町村制の実施など、

頻繁に変化していく19）。

　まず、前提となる維新前後の地方行政制度の確立に関係する国の動きを見て

おこう。慶応 3 （1867）年12月 9 日、薩摩、土佐、安芸、尾張、越前の 5 藩の

兵士が御所に至る 9 門を閉鎖し、岩倉具視らが参内して王政復古の大号令を発

し、将軍職辞職の勅許、京都守護職・京都所司代の廃止、幕府の廃止、摂政・

関白の廃止、総裁・議定・参与の三職の設置を定めた。この倒幕目的の事実上

のクーデターによって、徳川家は将軍職を引くことを余儀なくされる。もっと

も、幕府と維新勢力との争いは、慶応 4 （1868）年 1 月 3 日に始まった国内を

2 分する内戦（civil�war）である戊辰戦争20）に引き続がれる。

　慶応 4 （1968）年 1 月12日、維新政府は、大坂町奉行所の機能を引き継ぐ裁

判所を設置し、以降、幕府領から引き継いだ全国の直轄地の統治機関として計

12の裁判所を設置した。同年閏21）4 月21日、維新政府は政体書22）を公布し、地

方組織として府藩県三治制を採用した。その内容は、諸侯の領地を「藩」とし、

諸侯を国の地方官として知藩事に任命し、諸侯が藩を引き続き統治することと

し、幕府領から引き継いだ直轄地には、都市部に府を設けて知府事を置き、旗

本領・その他の旧幕府領に県を設けて知県事を置くもので、新しい統治体制を

急ピッチで整備した。

　慶応 4 （1868）年 9 月 8 日、慶応から明治に改元される23）。同年10月28日、

藩治職制が示され、諸藩で異なる職制が執政、参政、公議人、県知事に統一さ

れ、国による藩の地方庁化がすすめられた。

〔兵庫県、山田村〕

　『兵庫県史』第 5 巻・別巻（年表）、『兵庫県百年史』、『山田村郷土史』を基

に、国の動きに対応する兵庫県および山田村の動きを見てみよう（以下、本項

同じ）。

　慶応 4 （1868）年 1 月15日、維新政府は、外国事務と兵庫津の統治を目的に

して、八部郡兵庫津（兵庫区島上町）に兵庫役所を設置した。同年 1 月19日、
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兵庫役所は切戸町（兵庫区切戸町）の旧尼崎藩の勤番所へ移転する。同年 1 月

22日、兵庫鎮台を設置して、外国事務総督東久世通禧が兵庫鎮台督を兼任する。

　同年 2 月 2 日、兵庫鎮台を兵庫裁判所と改め、東久世通禧が兵庫裁判所総督

に任命された。兵庫裁判所は、摂津・播磨・河内の大坂谷町代官所の支配地を

統治するもので、これによって八部郡内の旧幕府領の村は兵庫裁判所の管轄に

置かれた。なお、私領（藩領・旗本領）は、従来の支配体制が維持された。

　同年 5 月23日、維新政府は、兵庫裁判所を廃止して、兵庫津周辺の幕府領を

管轄する兵庫県（第 1 次）を設置24）し、初代知事に伊藤博文を任命した（初代

県庁は約 4 か月設置）。同年 9 月、県庁は坂本村（中央区橘通）に移転・新築さ

れた。旧幕府領を県域とする兵庫県（第 1 次）の県域は、飛び地を多く持つと

ともに、淡路北部や大阪府域にも管轄地を持っていた。

5.2　版籍奉還・廃藩置県

〔国〕

　明治 2 （1869）年 1 月20日、薩長土肥 4 藩が諸藩に先駆けて版籍奉還を上表

し、同年 6 月17日、版籍奉還が勅許され、諸侯は「藩」を統治する国の地方長

官として知藩事に任命された。維新政府に引き継がれた旧幕府領に置かれてい

た知府事・知県事は知事に改名された。

　明治 4 （1871）年 7 月14日、廃藩置県の詔勅が出され、北海道に開拓使、そ

れ以外の地に302県が置かれた。藩は国の地方制度としての県と改められ、知藩

事は失職して華族となり、県に知藩事の代わりに知事が置かれた。地方制度は

府と県に統一され、その地方長官はともに知事（府知事・県知事）と呼ばれる

こととなった。

　廃藩置県では、藩を県に新たに置き換えたために、旧幕府領においた府県を

加えて 3 府302県に上り、飛び地も多く存在していた。そのため、府県の統廃合

が積極的に進められ、明治 4 （1871）年10月から11月までに 3 府72県に再編さ

れ、明治 5（1872）年に 3 府69県、明治 6（1873）年に 3 府60県、明治 8（1875）
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年に 3 府59県、明治 9 （1876）年に 3 府35県（第 2 次府県統合）にまで減少し

た。その後、明治14（1881）年から再度分割が進められ（堺県と大阪府の合併

を除く）、明治22（1889）年に 3 府42県（廃藩置県の対象外である北海道と沖縄

県を除く）に再編され、現在の原型が出来上がった。

　明治 4（1872）年11月、県治条例（太政官達623号）の公布により、県の地方

長官の名称は、知県事から県令（ 4 等官の官職）あるいは権令（ 5 等官の官職）

に改称された。東京・京都・大阪の 3 府はそのまま知事（府知事）の名称が使

われた。その後、明治19（1886）年11月、地方官官制（勅令第54号）の公布に

より、県令を知事と改称し、県令・知事の名称は知事に統一された。

〔兵庫県、山田村〕

　維新後に兵庫に設置された兵庫役所、兵庫鎮台、兵庫裁判所を引き継ぐ形で

生まれた兵庫県（第 1 次から第 3 次）では、江戸時代の村の統治制度が転用・

利用された。県内の地方組織の再編には、組合村と呼ばれる村々の連合組織が

活用されるとともに、新しい地方組織の代表者として、惣代庄屋（幕府領）や

大庄屋（藩領）などの旧来の有力な村役人が選ばれた。

　江戸時代には、領主と個々の村との間に、惣代庄屋や大庄屋とともに、個々の

村々の連合組織である組合村が存在していた25）。惣代庄屋・大庄屋が中心となっ

て運営する組合村は、代官や大名の行政を補うとともに、個別の村々の利益を代

表する役割を持っていた。代官や大名側から見ると、個々の村々に個別に対応す

るよりも、連合組織の代表者を通じて支配する方が効率的で、個々の村々にとっ

ても自らが動く手間が省けて都合が良かった。幕府領には、組合村の上位組織

として郡中と呼ばれる同じ代官所の支配下の村々の集まりも存在していた。

　兵庫県、山田村における具体的な動きを見てみよう。慶応 4 （1868）年 5 月

23日、兵庫裁判所が廃止され、兵庫県（第 1 次）が成立し、旧幕府領は維新政

府に引き継がれて知県事の支配下に置かれた。

　明治 2（1869）年 6 月17日、版籍奉還によって山田村の私領（藩領、旗本領）

が、知藩事の支配下に置かれた。
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　明治 4 （1871）年 7 月14日の廃藩置県の実施によって旧幕府領、私領の区別

がなくなり、私領も兵庫県の管轄に属した。その結果、現在の兵庫県の県域に

は30を超える県が成立した。山田村内でもバラバラに存在していた旧幕府領と

私領の区別がなくなった。

　明治 5（1872）11月、府県統合によって、現在の兵庫県の県域に、兵庫県（第

2 次）（摂津西部 5 郡である八部・菟原・武庫・有馬・川邉を統合）、飾磨県（播

磨全域）、豊岡県（但馬全域、丹後全域、丹波 3 郡）、名東（阿波及び淡路全域）

の 4 県が成立する。

5.3　戸籍法、庄屋等村役人廃止、大区小区制

〔国〕

　〈戸籍法〉明治 4 （1871）年 7 月14日の廃藩置県に先立って、明治 4 （1871）

年 4 月 4 日、維新政府は、戸籍を編成して、管内の人身把握及び徴税の基礎単

位を人から土地に変更するために戸籍法（太政官布告第170号）26）を公布した。

戸籍法27）の内容を見てみよう。

　戸籍法第一則は、宗門人別帳が「族属ヲ分ツテ」編製していたがゆえに、「遺

漏ノ事アリト雖モ之ヲ検査スルノ便ヲ得サルニ依レリ」とし、「臣民一般（華族

士族卒祠官僧侶平民迄ヲ云以下准之）其住居ノ地ニ就テ之ヲ収メ」るとしてい

る。区（戸籍区）については「各地方土地ノ便宜ニ随ヒ予メ区画ヲ定メ」ると

されており、区画の決定は地方の実情が考慮され、当時の地方官の裁量に委ね

ている。

　第二則は、戸長は正副の選定、人数に拘らないとするほか、「戸長ノ務ハ是迄

各処ニ於テ荘屋名主年寄触頭ト唱ル者等ニ掌ラシムルモ又ハ別人ヲ用ユルモ妨

ケナシ」とし、従来の村役人の登用を認めている。

　第三則は、区画決定の原則を「一府一郡ヲ分テ何区或ハ何十区トシ」、区の基

準は「其一区ヲ定ムルハ四五丁モシクハ七八村ヲ組合スヘシ」とする。さらに

「其小ナルモノハ数十ニ及ヒ大ナルモノハ一二ニ止ルモ都テ其時宜ト便利トニ任
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セ妨ナシ」とし、「区画ヲ定メ難キ所ハ仮ニ便宜ニ従ヒ一村一町ニテ検査セシム

ルモ妨ナシ」として、戸籍編成を至上命題にして区画は柔軟に定めても良いと

している。

　区（戸籍区）は、それまでの管内の人身把握と徴税の基礎単位を、人の身分

を基準とする族属から所有する土地に改めることによって、戸籍を再編成する

際に管内の土地を一定の規模に分ける必要があるために設けられた。戸籍法は、

区の境界について一定の指針を置くものの、厳格なルールは置いていない。戸

籍編成の責任者たる戸長・副戸長にも、旧来の村役人を充てても別人を充てて

もよいとした。

　これを受けて同年 8 月14日、各府県に、戸籍簿の区分となる区（戸籍区）と

戸籍業務を行う戸長・副戸長が任命され、戸長・副戸長に国の役人を中心にし

て配置された。これまでの村役人は村人の中から共同体の代表者として選ばれ

ていたが、戸長・副戸長は国による任命制であるとともに、戸籍簿の編成とい

う新しい公共的役割を持つ行政機関として位置付けられた。

　律令時代以降、村は徴税等の目的で国の行政区画として機能していくが、そ

の一方で、地域には農山漁業に伴って生まれた自然村由来の村が、地縁に基づ

く住民間の生活共同体として存在していた。そのため、戸籍編成の単位として

の区（戸籍区）および戸長・副戸長と、旧来の行政単位である町村および村役

人との関係は一様でなく、各地各様の対応がなされた。

　〈庄屋等村役人廃止・名称変更〉明治 5 （1872）年 4 月 9 日、太政官布告第

117号28）が公布され、区（戸籍区）はそのままにして、戸籍法に基づく戸長・副

戸長を廃止し、庄屋・名主・年寄等の旧来の村役人の名称を戸長・副戸長と改

称し、「是迄取扱来民事務ハ勿論、土地人民ニ関係ノ事件ハ一切為取扱侯様可致

事」として、戸籍法に基づく戸籍編成の事務も行うこととした。庄屋・名主・

年寄等の村役人は、従来の家柄や身分に基づいて選任されてきた役職から、戸

長・副戸長という官職に就くこととなり、政府の地方行政組織の末端に位置づ

けられることとなった。
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　〈大区小区制〉明治 5 （1872）年10月10日、大蔵省達第146号29）が公布され、

区（戸籍区）制度を再編し、単一区制から大区小区制の二層制度への転換を認

めて、一区（大区）を総括する者がいないと事務が差し支えるとの意見を考慮

して、「各地方土地ノ便宜」によって一区（大区）に区長を一人、小区に副区長

等をおいてもよいとした。

　先の太政官布告117号は、区（戸籍区）の戸長・副戸長を廃止し、旧来の庄屋

や名主等を戸長・副戸長と改称するとしたが、地方官は、小規模な市町村を直

接統治するよりも広域団体の代表者を間に挟んで統治する方が都合がよかった。

そこで、区（戸籍区）を広域行政区（大区）として国の役人である区長を設置

する一方、旧来の町村を数村まとめて小区を設置して、旧来の大庄屋等を副区

長等にしてもよいとする制度に改めた。区の呼称は、第〇○大区第○○小区と

して、地域名称ではなく数字が用いられた。これが一般に大区小区制と呼ばれ

る制度である30）。

〔兵庫県、山田村〕

　戸籍法は、区（戸籍区）と旧来の町村、あるいは戸籍編成のために広域に設

置する戸長・副戸長と旧来の庄屋・名主・年寄等の村役人との関係を厳格に定

めなかったため、両者が一致したり並存する地域が生まれた。そのため、兵庫

県のように戸籍編成のための新たな体制を整備せず、既存の組合村の枠組みを

利用して区（戸籍区）を設置し、惣村名主や大庄屋に戸長、副戸長を兼ねさせ

る地域も生まれた。

　明治 4 （1871）年 4 月 4 日、戸籍法が公布され、壬申戸籍の作成が開始され

た。同年 8 月14日、兵庫県（第 2 次）は、戸籍法第一則の「各地方土地ノ便宜

ニ随ヒ」の規定に従って、既存の組合村の枠組みを活かして管内に64区（戸籍

区）を設けた。この中で山田村が属する八部郡下灘村は第十一区となり、戸長・

副戸長が官選で置かれた。

　明治 4（1871）年11月 2 日、太政官布告第562号によって県知事が県令と改め

られ、同年11月20日、神田孝平が県令に任命された（任期は明治 4 年11月20日
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～明治 9 年 9 月 3 日。明治 6 （1873）年 5 月、県庁舎が神戸山手に移転した）。

同年11月末までに、府県統合が進められ、 1 使 3 府72県に改められた。

　明治 5（1872）年 4 月 9 日の太政官布告第117号によって、従来の庄屋等が廃

止され、各村に庄屋等から改称した戸長・副戸長が置かれた。

　明治 5（1872）年10月10日の大蔵省達第146号公布に伴う大区小区制の具体的

な制度設計は、地方官に任せられた。多くの府県で区（戸籍区）もしくは郡を

大区、町村の連合組織である組合村を小区とするなか、兵庫県（第 2 次）は、

神田孝平県令の下、十九制31）を採用して、大区小区の二層制を採用せず、区（戸

籍区）を数区集めて一区とし、県内を19の区に分けた。十九区制は、大区小区

制の大区に相当するが小区を設けず、区長が村の戸長を統括するものであった。

　大蔵省達第146号による大区小区制の執行によって（兵庫県は二重区制を採用

せず）、明治 7 年、山田村が含まれる旧十一区は、同じ構成のまま、兵庫県第三

区に移行した。区には会議所が置かれ、区長は入札すなわち選挙で選ばれた。

入札規則では自書署名捺印が要求されており、白票は禁止されていた。区長に

は、惣代庄屋を務める板宿村の武井善左衛門が就任している（脚注25）に同じ）。

　明治 9（1876）年 8 月21日、飾磨・豊岡（但馬全域と丹波 2 郡）・名東（淡路

全域）の各県を兵庫県に併合して、兵庫県（第 3 次）が誕生し、ほぼ現在の県

境が定まった。同年12月 1 日、兵庫県は区会町村会開設を布達した。

5.4　郡区町村編制法、連合戸長役場、戸長官選化

〔国〕

　大区小区制は、地方によって制度内容が異なっており、統一性を欠いた。ま

た、旧来の町村制を顧みずに大区小区制度を導入したため、地域に定着しなか

った。

　明治11（1878）年 7 月22日、郡区町村編制法（太政官布告第17号）32）が公布さ

れ、一方で中央統制を図るとともに、他方で自由民権運動の高まりに配慮して、

区制（大区小区制）を改めるとともに、再び、旧来の町村制を基礎にした地方
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行政制度に改正された。同時に公布された府県会規則、地方税規則と合わせ、

行政組織、議会制度、地方税制の 3 つが定まり、明治政府の地方行政制度の基

礎が固まった（「地方三新法」あるいは「三新法」という）。

　フランスの地方制度にならった郡区町村編制法の内容は、戸籍法に基づく区

制（大区小区制）を廃止し、新たに郡（都市部には区）を置くとともに、旧来

の町村を復活させた。郡は律令時代に各地に設けられ、後に地理的区分に留ま

っていたものであるが、再び行政区域として認めた。郡ならびに町村の名称は

江戸時代の名称を受け継いだものに戻された。町村の戸長は民選とする一方、

郡長・区長を官選とし、府県知事の指揮下に置いた。郡区町村編制法下の町村

は、後の市制町村制の発足時に市町村合併を経て規模が拡大された町村ではな

く、大字（都市部では町丁）に相当する。

　区画・用務が拡大した戸長が事務を行う場所として、戸長役場が設けられた。

戸長役場では戸籍事務のほか、政府および府県や郡の命令の住民への伝達、徴

税・徴兵・教育・厚生などの事務を行い、惣代もしくは重立と呼ばれる補助機

関も設置された。戸長役場には、戸長のほか、書記・筆生、小走と呼ばれる職

員がおり、その給与は府県税で賄われた（『国史大辞典 6 』p.�874参照）。

　郡区町村編制法第 6 条は「毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク又数町村ニ一員ヲ置ク

コトヲ得」とし、経費節約の趣旨から、小規模な町村には、複数の町村で 1 人

の戸長を置き、連合戸長役場の設置が認められた。戸長は民選とされたが、旧

来の名主・庄屋が選ばれる傾向が強く、民選で選ばれた戸長は、住民代表とし

て明治政府の政策に反対するものもいた。

　明治17（1884）年 5 月、政府は、区町村会法の改正（太政官布告第14号）に

合わせ、太政官達第41号によって、戸長を知事による官選に改め、平均 5 町村、

500戸を目途として 1 人の戸長を置くこととされた。戸長は、官選制の移行によ

って村落共同体の代表から国の末端の行政機関として位置付けされるとともに、

小規模な町村には、連合戸長役場の設置が求められた。

〔兵庫県、山田村〕
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　明治12（1879）年 1 月 8 日、郡区町村編制法（明治11年 7 月22日太政官布告

第17号）の実施により、郡を行政区域として郡長が置かれ、区制が廃止されて

区長が廃止される一方、町村（旧来の町村を合併させたもの）を国の末端の行

政機関として位置づけ、民選の戸長が置かれた。兵庫県では、 1 区（神戸区）

33郡が設置され、兵庫・神戸と坂本村をあわせて神戸区とされた。兵庫県（第

2 次）の十九区制の下で第三区に編入されていた山田村は、区制廃止にともな

って八部郡役所の管轄となった。

　明治13（1880）年 6 月 2 日、兵庫県から連合戸長役場制が布達され（ 7 月 1

日から実施）、山田村の各村は戸長を廃止して数村が組合村を作って、山田上組

戸長役場（下谷上、上谷上、東小部、西小部の 4 か村、ただし、明治14（1881）

年 2 月に東西小部村合併して小部村）と山田中組戸長役場（原野、福地、中、

東下、西下、阪本、小河、衝原、藍那の 9 か村）の二戸長役場を設けた。しか

し、各地では複数の連合戸長役場が不便で経費削減につながらないとして単独

戸長制の復活を求める声もあった。

　明治17（1884）年、戸長官選に合わせて、二戸長役場を廃止して全村が連合

して中村外11か村戸長役場を設けた。ただし、この際に小部村は、山田から離

れて奥平野外 5 か村戸長役場に属した33）。

5.5　市制町村制

〔国〕

　明治21（1888）年 4 月25日、憲法制定・帝国議会開設を前にして、市制町村

制（明治21年法律第 1 号）34）が公布され、翌明治22（1889）年 4 月 1 日から、各

地域で順次施行された。市制町村制の施行を前提にして、明治21（1888）年か

ら明治22（1889）年にかけて、明治の大合併と呼ばれる大規模な町村合併がな

され、連合戸長役場の設置単位が合併の目安となった。町村制においても町村

の名称末尾に「町」「村」を付したので、従来の郡区町村編制法下の町村は大字

と呼ばれるようになった。



20

政策創造研究　第15号（2021年 3 月）

　市町村は、地方自治体として認められ、独立の法人格を持つようになった。

3 大都市には市が新設され、区は市の行政区画に移行した。他の地域の区の多

くは市に移行した。

　明治23（1890）年 5 月、市制町村制との一体的運用を図るために、府県制郡

制が公布された。

〔兵庫県、山田村〕

　明治22（1889）年 4 月 1 日、市制町村制の施行により、神戸区は、荒田・葺

合の両村を合併して神戸市となった。

　山田村では、従来の戸長役場（連合戸長役場）が廃止されて、新しく山田村

役場が設けられた。この町村制実施の際に、奥平野戸長役場（連合戸長役場）

に属していた小部村を再び加えて、兵庫県八部郡山田村が発足し、山田村を構

成する村は13か村（無人村の与右衛門新田を含む）となった。

　合併して一定の財政規模と行政区画を備えた山田村は、自治体の基礎条件で

ある議会制度（村会）の整備が行われた。明治22（1889）年 4 月25日、村会議

員選挙が行われ、山田村第一村会議員を選挙し、定員12名、一級議員 6 名、二

級議員 6 名が当選した。明治22（1889）年 5 月 7 日、第 1 回村会が開催され、

村長を選挙し、同年 6 月13日、第 2 回村会で助役と収入役が選ばれ、自治体と

しての機構が整った35）。

　明治29（1896）年 4 月 1 日、自治体としての郡政を開始するために八部郡が

菟原郡とともに武庫郡に編入され、武庫郡山田村となった。同年 7 月 1 日、県

下を25郡に整理統合して自治体としての郡制が発足した（大正15年 7 月、郡役

所廃止）。
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資料 4 　国の動きと近代山田村の形成

年月 国の地方制度 兵庫県
の成立

広域行政
制度

広域行政
機関の長 山田庄 構成村

の長

慶応 4 年閏 4 月 府藩県三治制 兵庫県
（ 1 次） 12村 庄屋

明治 4 年 4 月 戸籍法 区（六四区） 戸長 第十一区

明治 4 年 7 月 廃藩置県 兵庫県
（ 2 次）

明治 5 年 4 月 庄屋等村役人廃止 戸長
明治 5 年10月 大区小区制 区（十九区） 区長 第三区

明治 9 年 8 月 兵庫県
（ 3 次）

明治11年 7 月 郡区町村編制法 郡
（郡・神戸区）

郡長（官選）
八部郡役所 戸長（民選）

明治12年 1 月 戸長役場制 戸長役場

明治13年 6 月 連合戸長
役場制

二戸長役場
（上組・中組）

明治14年 6 月 単独戸長
役場容認

明治17年 5 月 区町村会法改正
戸長官選化

連合戸長役場
（中村外11村） 戸長（官選）

明治21年 4 月 市制町村制 山田村役場
（13村連合）

村長
（議員選挙）

明治23年 5 月 府県制郡制

（出所）『兵庫県史』第 5 巻・別巻、『尼崎市史』第 3 巻・第13巻、『山田村郷土史』等を基に筆者作成。
（注意）年月は、原則として法令等の公布年月。他の項目の年月とは必ずしも一致しない。

6 　おわりに

　本研究は、地方創生・地域活性化の視点から、近代山田村（現在の神戸市北

区山田町）の成立過程を地域で発行された『山田村郷土誌』を中心的な資料と

して検証した。

　近代山田村誕生までのストーリーを振り返って見よう。第二次大戦後の市町

村合併で兵庫県神戸市北区山田町として神戸市の一部となった山田村は、古く

律令時代は摂津国八部郡山田郷と呼ばれ、平安時代以降は荘園制度の発展によ
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って山田庄あるいは丹生山田庄と呼ばれていた。戦国時代に全領が豊臣領とな

った後、江戸時代に入ると幕府の政策的理由から幕府領、私領（大名領・旗本

領）が入り乱れるようになった。明治初期に、戸籍区、庄屋等村役人廃止、大

区小区制、郡区町村編制法等の実施を経て、明治22（1889）年 4 月 1 日、町村

制の施行に合わせて13の村が合併し、近代的な地方自治体としての山田村が生

まれている。

　しかしながら、町村制施行以前の山田村は、独立した村の集まりでありつつ

も一定のつながりを持つ地域であった。山田村の一つの村としての歴史は、町

村制施行から第二次大戦後まもなくの間の一時期に過ぎないが、律令時代は山

田郷、平安時代以降は山田庄として一括りにされてきた。大坂の陣後、豊臣領

から徳川の幕府領や大名・旗本の領地となって、村々の支配者を異にし、地域

を統括する者はなかったが、それぞれの村はバラバラに孤立していたのでなく、

複数の村から構成される組合村として連携が続いていた。明治維新後の近代的

地方行政制度の確立過程で、このネットワークのフレームが活用され、二戸長

役場・連合戸長役場の設置を経て、13の集落を統合した近代山田村を誕生させ

た。

　残念ながら、本小論から、地域資源の発見や住民間の共感の獲得につながる

地域ストーリーが得られたとまで言うことはできない。しかしながら、明らか

にされた地域ストーリーの中に「村」の本質、本来の姿を発見することができ

る。

　歴史学者の中村常吉（1977、旧版1957）は、事業ごとの家連合を「村」の本

質と捉える立場から、「水について、山について、労働について、いろんな組み

合わせがある。それは集落（部落）単位でもなく、旧藩の村も明治の新村も単

位にはならない。略。家連合こそが、第一義的に農村としての共同体性格を持

つといわざるをえず、そして村というごとき制度による地域は第二義的となっ

ているのである。この制度村は、明治以後においては合併村となって、行政単

位ともなり、村役場・学校・消防などの新設置単位となる。そこに、それなり
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に村意識も生まれる」（中村、p.�156）と言う。また、民俗学者の宮本常一（1966）

は、「村は自然発生的なものであり機能的なもの」（宮本、p.�36）と捉える立場

から、「古代の郷は政治的には早く解体してしまって、その後制度としては何ら

政治的な力を持ったわけではないが、その地域の精神的な結合の中心をなして

いた。略。今日、われわれが村といっているものの精神的紐帯となっている数々

のもの、それが村落共同体を生み出してきている」（同、p.�224-225）と言う。

両氏とも、いわゆる政治的操作に基づく制度や区画割だけで「村」が成立する

ものではないとする点で共通している。

　独立した13の集落が事案ごとにネットワークを形成し、時代に合わせて外形

を変えながら、近代的な村を形成していった山田村の地域ストーリーは、上記

の仮説に見られる農業を営むための機能的な結びつきとそこから生まれる精神

的な結びつきが背景となった可能性を裏付けている。

　現在の日本社会は、人口減少の構造化と長期の産業低迷によって、経済成長

以上に暮らしに重点を置いたまちづくりが必要とされている。明治以来の幾度

かの市町村合併によって拡大した市町村は、予算・組織・人員に恵まれるゆえ

に、大規模な投資が必要な公共インフラの整備や維持に適するものの、暮らし

に密着した取り組みを行うには大きすぎる。また、ハード面での施設整備が一

巡し、国や地方の財政制約が強まる今日的状況下において、持続的なまちづく

りを行うためには、行政に依存するだけでなく、地域の住民や企業も一体とな

った地に足をつけた取り組みが求められている。山田村の地域ストーリーから

明らかになるように、一定の区画の中に多様性とまとまりの双方を備えている

山田村は、地方創生に求められる小振りな組織として、市町村という行政区画

に代わる地方創生の新たな取り組み単位の一例を示すものとなっている。

注
1 ）�『山田村郷土誌』の編者である福原潜次郎は、神戸市ほか西摂一帯の著名な郷土史家で後
に福原会下山人と名乗った。『山田村郷土誌』編集時は神戸史談会幹事を務めており、山田
村小学校で教鞭を執った経緯を有していることから編集者に選ばれた。（『山田村郷土誌』序
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文）。
2 ）�文武天皇 4（700）年 3 月に令が完成し、翌701年 3 月大宝と建元し、位階（五位以上）と
官制を新令に従って改正したことが令の施行の開始とされる。日本で編纂された最初の律
法典である大宝律は大宝元（701）年 8 月に完成し翌年 2 月に施行された。天平宝字元（757）
年には養老年間（717-724）に編纂された養老律令が大宝律令にかわって施行された。（小
学館『日本大百科全書』14�p.�54）。

3 ）�承平年間（931-938）に編纂された辞書『和名類聚抄』（略称『和名抄』）は、当時の国郡
郷の名前を挙げる。摂津国には、住吉、百済、東生、西生、島上、島下、豊島、河邉、武
庫、兎原、八部（夜多倍のヨミあり）、有馬、能勢の13郡、また八部（八田部）郡には、生
田、宇治、神戸、八部、長田の 5 郷が記載されている。（京都大学附属図書館蔵『和名類聚
抄』：https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00013251）。

4 ）�『吾妻鏡』は鎌倉幕府が編纂した歴史書。（国立国会図書館デジタルコレクション『吾妻
鏡』第 7 ：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/772361/83）。

5 ）�『摂津志』は江戸幕府によって編纂された畿内 5 か国の地誌。（国立国会図書館デジタル
コレクション『五畿内志�下巻』p.497：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11）。

6 ）�幕府の命で、慶長・正保・元禄・天保の 4 回、全国で国ごとの地図と郷帳が作成された。
天保郷帳は 1 国 1 冊、郡別の村々の村名と生産高が記載され、各冊の最後に天保 5 年（1834）
12月の年月と、当時の幕府の勘定奉行明楽飛騨守・牧野中勢・柑本兵五郎の記載がなされ
ている。摂津国郷帳は、八部郡の村数を、上谷上、下谷上、原野、福地、中、東下、西下、
坂本、衝原、小河、藍那、東小部、西小部、白川、車、妙法寺、太井ノ畑、西須磨、東須
磨、大手、板宿、西代、野田、駒ヶ林、西尻池、東尻池、池田、長田、夢野、石井、烏原、
荒田、立会新田、御崎、兵庫津、走水、坂本、生田宮、宇治野、奥平野、中宮、花隈、二
ツ茶屋、神戸、北野の計45箇村と記載している。（国立公文書館デジタルアーカイブ『摂津
国郷帳』：https://www.digital.archives.go.jp/Das/pickup/view/detail/detailArchives/0304�
000000_5/0000000373/00）。

7 ）�明治33（1900）年から13年かけて編纂された吉田東伍『大日本地名辞書』（上巻二版）p.464
は、摂津国山田について、「神戸市の北二里、山間の大村なり。舊丹生荘と稱し十三村に分
れ、東西三里、東は摩耶山唐櫃山に至り、南は再度山鵯越の横嶺方を以て須磨村と相分つ。
地勢全く播磨に属し、渓水は明石美濃両郡に傾注す。（略）」と記す。（国立国会図書館デジ
タルコレクション『大日本地名辞書』（上巻二版）：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/�
1179444）。

8 ）�明治35（1902）-36（1903）年発行の村岡檪斎（良弼）『日本地理志料』（巻之 4 - 8 ）は漢
文表記であるが、「山田、原無、今補、按渉長田到脱簡成、當讀夜萬多、東鑑文治三年條、
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以攝津山田庄、寄左女牛宮、多賀氏墓本文書同、摂津誌云、上谷上、下谷上、原野、福地、
中、阪本、東下、西下、衝原、東小部、西小部、藍那、小河十三村、曰丹生山田荘、古為
一郷可知牟、其地在兵庫西北四里、山岳四区、有三道曰、再度越、天王越、鵯越、属高尾
山、源義経襲一谷城自此径（略）」と記す。（国立国会図書館デジタルコレクション『日本
地理志料』（巻之 4 - 8 ）：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/762749）。

9 ）�「池田城跡　兵庫津管内にあり。兵庫城ともいう。池田信輝天正年中此津守領の時花隈城
を毀して其材石を移してここに築く」とある。（国立国会図書館デジタルコレクション『摂
津名所図會』（八部郡上）：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563467?tocOpened=1）。

10）�土井利勝のこと。利勝は徳川家康の従弟にあたり、秀忠、家光に仕える。慶長10（1605）
年に秀忠の家老となり従五位下大炊頭（おおいのかみ）に任じられる。慶長15（1610）年
に老中、寛永10（1633）年に古河藩藩主となり、寛永15（1638）年に江戸幕府最初の大老
に任じられた。（小学館『日本百科全書』16�p.�547）。

11）�藍那村は、旗本領として宮崎采女の管轄に属した。
12）�西小部村は、徳川幕府から仙洞御所料と定められて代官が管理した。仙洞御所は上皇・

法皇など退位した天皇の御所で、京都市上京区の京都御所内に存在していた。17世紀の初
め、後水尾天皇が上皇になった際に造営。御殿は1854年に焼失後再建されず。庭園・茶室
などが残る。令和元（2019）年 5 月 1 日から京都仙洞御所と改称された。（宮内庁HP「京都
仙洞御所」：https://sankan.kunaicho.go.jp/guide/kyoto.html）。

13）�『山田村郷土誌』p.�12。
14）�『山田村郷土誌』p.�12。
15）�『山田村郷土誌』p.�12。
16）�『山田村郷土誌』p.�13。続く「　」内表記についても同じ。
17）�律令時代に唐において五家（戸）を一保として50戸から構成される里の下部組織として

設けられた制度。（『ブリタニカ国際百科辞典小項目辞典』第 2 版 2 �p.�1051）
18）�『山田村郷土誌』p.�13。
19）�丑木幸男（2009）「近代地方行政制度をめぐる確執」p.13は、「近代日本の地方行政制度は、

戸籍区、大区小区、連合戸長制、明治十七年の改正による連合戸長制の強化、市制町村制
とめまぐるしく推移した。」と表現している。

20）�慶応 4（1868）年 1 月 3 日、鳥羽伏見の戦いが開始された慶応 4 年（明治元年）の干支が
戊辰であったことから戊辰戦争と命名された。同年 3 月14日、幕府代表の勝海舟と官軍代表
の西郷隆盛の会談を経て江戸城の開城が決定し、同年 4 月11日、江戸城が明け渡されて徳川
時代は終わりを迎えた。ただ、戦いは収束せず、翌明治 2（1869）年 4 月から 5 月にかけて
起きた函館戦争（函館五稜郭の戦い）まで続いた。（小学館『日本百科全書』21�p.�503）。
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21）�旧暦（太陰太陽暦）では、月の満ち欠けの周期で暦月を決めて12ヵ月で 1 年とする。 1
ヵ月は平均29日半でその12倍は354日になる。季節の巡りの 1 太陽年365.2422日より11日余
り短いので 3 年で34日不足となる。したがって、季節と日付のずれを調整するために、 3
年に一度、ときには 2 年に一度 1 年を13ヵ月にする。挿入された月を閏月（うるう月）と
いう。（小学館『世界大百科辞典』第 2 版 3 �p.�372外）。

22）�『政体』慶応四年太政官達第三百三十一号（抜粋）
� 一　官職
� 地方官分為三官
� ○府
� 　知府事一人
� 　　掌繁育人民富殖生産敦教化収租税督武役知賞刑兼監府兵
� 　判府事二人
� ○藩
� 　諸侯
� ○県
� 　知県事
� 　　掌繁育人民富殖生産敦教化収租税督武役知賞刑兼制郷兵
� 　判県事
�（法令全書「『政体』慶応四年太政官達第三百三十一号」（明治20年内閣官報局）：https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787948/119）。
23）�慶応 4 （1868）年 9 月 8 日（新暦に置き換えると、明治元（1868）年10月23日）、慶応か

ら明治に改元された。慶応 4 年をもって明治元年とするとしているため旧暦の 1 月 1 日に
遡って新元号が適用される。しかし、日本では明治 5 （1872）年12月 2 日（1872年12月31
日）まで旧暦（太陰太陽暦）を使用していたため、新暦（太陽暦・グレゴリオ暦）とズレ
が生じる。旧暦は明治 5（1872）年12月 2 日まで適用され、翌日12月 3 日から新暦が適用さ
れ、明治 6（1873）年 1 月 1 日に改められた。（小学館『世界大百科辞典』第 2 版 8 �p.�302、
16�p.�527）

24）�兵庫県HP「県域の変遷」（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/pa13_000000013.html）。
25）�江戸時代の後期、幕領である板宿村は、摂津国八部郡の 8 村からなる下灘組と呼ばれる

組合村に属していた。「武井伊右衛門（百耕）は、弘化 2 （1845）年摂津国八部郡板宿村に
生まれました。父は幕末に板宿村庄屋、下灘組惣代庄屋、明治維新後に板宿村戸長、兵庫
県第十一区戸長、同第三区区長などを勤めた武貞伊右衛門（維新後、武井善左衛門に改名）
です。明治維新後、板宿村戸長、兵庫県第三区区長、兵庫県県会議員、八部郡郡長、有馬
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郡郡長などの公職を歴任。」として、武井伊右衛門（百耕）の紹介がなされている。（百耕
資料館HP：http://www.ikuei.ac.jp/~hyakko/info.html）。

26）�壬申戸籍は、明治 4 （1871）年の戸籍法に基づいて明治 5 （1872）年に編成された日本
最初の戸籍。編製年の干支から「壬申戸籍」と呼ばれる。江戸時代の宗門人別帳は身分別
であったのに対して、居住地において登録することとした。（小学館『世界大百科辞典』第
2 版14�p.�357）。

27）�「明治四年四日太政官布告第百七十号�戸籍法ヲ定ム」（抜粋）
� 理由
�（略）中古以来各方民治趣ヲ異ニセシヨリ儘ニ東西ヲ隔ツレハ忽チ情態ヲ殊ニシ聊カ遠近ア

レハ即チ志行ヲ同フセス随テ戸籍ノ法モ終ニ錯雑ノ弊ヲ免レス（略）
� 第一則
� 戸籍旧習ノ錯雑アル所以ハ族属ヲ分ツテ之ヲ編製シ地ニ就テ之ヲ収メサルヲ以テ遺漏ノ事

アリト雖モ之ヲ検査スルノ便ヲ得サルニ依レリ故ニ此度編製ノ法臣民一般（華族士族卒祠
官僧侶平民迄ヲ云以下准之）其住居ノ地ニ就テ之ヲ収メ專ラ遺スナキヲ旨トス、故ニ各地
方土地ノ便宜ニ随ヒ予メ区画ヲ定メ毎区戸長並ニ副ヲ置キ長並ニ副ヲシテ其区内戸数人員
生死出入等ヲ詳ニスル事ヲ掌ラシムヘシ

� 第二則
� 戸長ハ必ス長ト副トニ限ルヘカラス時宜ニヨリ長副数名アルモ妨ケナシトス但戸長ノ務ハ

是迄各処ニ於テ荘屋名主年寄触頭ト唱ル者等ニ掌ラシムルモ又ハ別人ヲ用ユルモ妨ケナシ
� 第三則
� 凡ソ区画ヲ定ムル譬ハ一府一郡ヲ分テ何区或ハ何十区トシ其一区ヲ定ムルハ四五丁モシク

ハ七八村ヲ組合スヘシ然レ共其小ナルモノハ数十ニ及ヒ大ナルモノハ一二ニ止ルモ都テ其
時宜ト便利トニ任セ妨ナシ（略）但急ニ区画ヲ定メ難キ所ハ仮ニ便宜ニ従ヒ一村一町ニテ
検査セシムルモ妨ナシ官ノ学校兵隊屯所等又ハ大社大寺ノ別ニ区域ヲナセシハ其官司ノ吏
員其社寺等ノ執事等ニテ戸長ノ事ヲ扱ハシムルモ妨ケナシ

�（法令全書「明治四年四日太政官布告第百七十号�戸籍法ヲ定ム」（明治20年内閣官報局）：
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787951）。

28）�「明治五年四月九日太政官布告第百十七号�荘屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給
料並ニ諸入用割合ヲ定ム」（抜粋）

� 一　荘屋名主年寄等都テ相廃止、戸長副戸長ト改称シ是迄取扱来リ候事務ハ勿論土地人民
ニ関係ノ事件ハ一切為取扱侯様可致事

� 一　大庄屋ト称候類モ相廃止可申事
� 一　戸長副戸長給料並諸入用ハ従前庄屋名主年寄等ノ振合ニ相心得官員神官華士族僧尼等
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ハ毎戸カ或ハ小間割等ニ割合可申事為
�（法令全書「慶応五年太政官布告第百十七号」（明治20年内閣官報局）：https://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/787952/102）。
29）�「明治五年十月十日大蔵省達第百四十六号�区長副区長ヲ置キ給料ハ民費ニ課セシメ府県

死亡表様式ヲ頒ツ」（抜粋）
� 庄屋名主年寄等改称ノ儀ニ付当四月中御布告ノ趣モ有之候処、右ニ付テハ一区総括ノ者無

之事務差支ノ次第モ有之哉ニ付各地方土地ノ便宜ニ寄リ一区ニ区長一人小区ニ副区長等差
置候儀ハ不苦候条給料其他諸費用トモ悉皆民費之積相心得可申尤先前大庄屋大年寄抔ト唱
候類自己ノ権柄ヲ以不正ノ儀モ有之趣右ニ因襲シ事務壅蔽等ノ害相生シ候テハ難相成ニ付
区長差置候向ハ事務取扱方規則制限並給料等巨細取調可伺出事

�（法令全書「明治五年十月十日大蔵省達第百四十六号」（明治20年内閣官報局）：https://
dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787948/119）。

30）�井戸庄三（1983）p.12は、大区小区制は「府県によってローカリティに富んでおり、必ず
しも中央法令どおりに施行されなかった。」と記述している。

31）�神戸市教育委員会編（1981）『神戸の史跡』p.212-213より一部を以下引用。「神戸には市
街地の北方に、口一里山、中一里山、奥一里山と呼ばれるところが存在する。口一里山と
中一里山は旧兵庫と神戸の村々が入会権を持っていた。北の奥一里山は山田村（北区山田
町）の所有になっていた。地名の起こりは、町方、特に兵庫から一里のところがロー里山
で、その北方を中、奥と順に呼んだと距離で説明するものもあるが確かな証拠がない。慶
長九年（1604）にも、有名な山論があって記録に「口、中、奥一里山」の名が残されてい
る。後世の境界図をみると、六甲山の三国岩を基点として、摩耶山、再度山の背後から有
馬道の高座を経て、白川の堀切への線が、口一里と中一里との境界となり、中一里と奥一
里との境界もまた塚を点々とつくって、それをつなぐ一線で画している。慶長以来の山論
は明治 9 年にも大きな論争となり、神戸側は、中一里山に入るために山田村へ毎年年貢を
支払ってきたので、当時の法規では年貢を納めているものに、地券を下付することになっ
ていたために、広大な面積の山地が神戸側に下付せられて勝訴となった。この土地を分割
したものが、後に部落財産となった。」

32）�「明治十一年七月二十二日太政官布告第十七号�郡区町村編制法」
� 郡区町村編制法左ノ通被定候条此旨布告候事�
� 第 1 条�地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス�
� 第 2 条�郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル�
� 第 3 条�郡ノ区域広濶ニ過キ施政ニ不便ナル者ハ一郡ヲ画シテ数郡トナス（東西南北上中下

某郡ト云カ如シ）�
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� 第 4 条�三府五港其他人口輻湊ノ地ハ別ニ一区トナシ其ノ広濶ナル者ハ区分シテ数区トナス
（※）

� 第 5 条�毎郡ニ郡長各一員ヲ置キ毎区ニ区長各一員ヲ置ク郡ノ狭少ナルモノハ数郡ニ一員ヲ
置クコトヲ得�

� 第 6 条�毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク又数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得但区内ノ町村ハ区長ヲ以
テ戸長ヲ兼ネルこコトヲ得

� 第 7 条�此編制法ヲ施行シ難キ島嶼ハ其ノ制ヲ異ニスルヲ得
� 第 8 条�地方ノ便益若クハ人民ノ請願ニ因リ止ムヲ得サル理由アルモノハ郡区町村ノ区域名

称ヲ変更スルコトヲ得�
� 第 9 条�第 3 条第 4 条第 7 条第 8 条ノ施行ヲ要スルトキハ府知事県令ヨリ内務卿ニ具状シ政

府ノ裁可ヲ受クヘシ但町村区域名称ノ変更ハ内務卿ノ認可ヲ受クヘシ
� ※第 7 条、第 8 条、第 9 条は、明治13（1880）年太政官布告第14号で追加。第 4 条、第 6

条および第 9 条但書は、明治21�（1888）年の市制町村制により廃止。�
�（法令全書「明治五年七月二十二日太政官布告第十七号」（明治20年内閣官報局）：https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787958）。
33）�『山田村郷土誌』p.�13。
34）�「明治二十一年五月�市制町村制理由」（抜粋）
�（略）国内の人民各其自治の団結を為し政府之を統一し其機軸を執るは国家の基礎を堅固に

する所以なり国家の基礎を固くせんとするせは地方の区画を以て自治の機体と為し以て其
部内の利害を負担せしさる可からす　現今の制は府県の下郡区町村あり区町村は稍自治の
体を存すと雖も未だ完全なる自治の制あるを見す郡の如きは全く行政の区画たるに過ぎず
府県は素と行政の区画にして幾分か自治の制を兼ね有せるか如しと雖も是亦全く自治の制
ありと謂う可からす今前述の理由に依り此区画を以て悉く完全なる自治体と為すを必要な
りとす即府県市町村を以て三階級の自治体と為さんとす（略）

� 第一款（略）本制は町村の分合に就て詳細なる規則を設けす各地の情況を斟酌するの余地
を損するなり唯十分の資力を有せさる町村は此隣愛合併す可きの例を設く此の如き町村の
独立を有たしむるを得さるを以て（略）。

�（国立国会図書館デジタルコレクション「市制町村制並理由」：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/�
pid/789792/1）。

�（注）Webページアクセスは全て2020年12月31日。
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